
 

 

別添３ 

○「特定医療法人制度の改正について」（平成 15年 10月９日医政発第 1009008号）の一部改正 

（下線の部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

 

特定医療法人制度の改正について 

 

所得税法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第８号）、租税特別

措置法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令第１３９号）、租税

特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成１５年財務省令第３４号）

及び租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労

働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１５年厚生労働省告示第１

４７号）において、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６７条

の２第１項の承認を受けている同項に規定する医療法人（以下「特定医療

法人」という。）に係る改正が行われ、平成１５年４月１日から施行され

ている。 

 （後略） 

 

記 

 

第１ 改正の要点等 

  １ 改正後の要件 

  （１）～（４） （略） 

（５）経理に関する基準 

租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第１５号）第２

 

特定医療法人制度の改正について 

 

所得税法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第８号）、租税特別

措置法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令第１３９号）、租税

特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成１５年財務省令第３４号）

及び租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労

働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１５年厚生労働省告示第１

４７号）において、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６７条

の２第１項に規定する特定の医療法人（以下「特定医療法人」という。）に

係る改正が行われ、平成１５年４月１日から施行されている。 

  

（後略） 

 

記 

 

第１ 改正の要点等 

  １ 改正後の要件 

  （１）～（４） （略） 

  （５）経理に関する基準 

租税特別措置法施行規則第２２条の１５第１項で定めるところ



 

 

２条の１５第１項に定めるところにより法人税法施行規則（昭和

４０年大蔵省令第１２号）第５３条から第５９条までの規定に準

じて帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該

帳簿書類を保存していること。また、その支出した金銭でその費

途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われ

ていないこと。 

  （６）法令違反 

         その法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全

部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実

その他公益に反する事実がないこと。 

また、（１）の厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準

について、租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に

規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１

５年厚生労働省告示第１４７号）として、次のとおり定められ

た。 

（ⅰ）その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ （略） 

※ 医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医

療院の業務並びに法第４２条各号に掲げる業務（医業その他これ

に類する業務、介護サービスに係る業務（eの保険給付に係る業務

をいう。）及び障害福祉サービス等に係る業務（fの給付費の支給

等に係る業務をいう。）に限る。）であり、「社会医療法人、特定

医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健

業務について」（令和７年３月 31日医政発 0331第 90号厚生労働

省医政局長通知）において掲げる業務であること。 

また、医療保健業務に係る収入金額は、次に掲げる事業収益の

により法人税法施行規則第５３条から第５９条までの規定に準じ

て帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳

簿書類を保存していること。また、その支出した金銭でその費途

が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われて

いないこと。 

 

  （６）法令違反 

         その法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全

部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実

その他公益に反する事実がないこと（改正前：医療に関する法令

に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。）。 

また、（１）の厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準

について、租税特別措置法第３９条の２５第１項第１号に規定す

る厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１５年厚

生労働省告示第１４７号）として、次のとおり定められた。 

（ⅰ）その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ （略） 

※ 医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医

療院の業務並びに法第４２条各号に掲げる業務（医業その他これ

に類する業務、介護サービスに係る業務（ホの保険給付に係る業

務をいう。）及び障害福祉サービス等に係る業務（ヘの給付費の

支給等に係る業務をいう。）に限る。）であり、「社会医療法人、

特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医

療保健業務について」（令和７年３月 31日医政発 0331第 90号

厚生労働省医政局長通知）において掲げる業務であること。 

また、医療保健業務に係る収入金額は、次に掲げる事業収益の



 

 

合計額をいう。 

(a) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 

(b) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療

保健業務に係るものに限る。） 

なお、医療法人が採用する会計基準によっては、gに掲げる収

入金額が事業外収益又は特別収益に計上されている場合がある。

その場合は、（a）及び（b）の事業収益の額に当該 gに掲げる収

入金額を加算した金額とする。 

ａ 社会保険診療（租税特別措置法第２６条第２項に規定する

社会保険診療をいう。以下同じ。）に係る収入金額（労働者

災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に係る患者の診

療報酬（当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によ

っている場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金

額のおおむね１００分の１０以下の場合に限る。）を含む。） 

 

b～g （略） 

（後略）    

ロ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法

に係る患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額（特定外国

人患者請求額を除く。）が、社会保険診療報酬と同一の基準によ

り計算されること。 

ハ 特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準によ

り計算される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲

内であって地域における標準的な料金を超えないものであるこ

と。 

  なお、「特定外国人患者請求額」は「社会医療法人等が行う訪

合計額をいう。 

(a) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 

(b) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療

保健業務に係るものに限る。） 

 

 

 

 

ａ 社会保険診療（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第２６条第２項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。）

に係る収入金額（労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号）に係る患者の診療報酬（当該診療報酬が社会保険診

療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が医

療保健業務に係る収入金額のおおむね１００分の１０以下の

場合に限る。）を含む。） 

b～g （略） 

（後略）     

ロ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険

法に係る患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額が、社

会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 

 

（新設） 

 

 

 

 



 

 

日外国人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年３月

31日付け医政発 0331第 19号厚生労働省医政局長通知）の定め

るところにより算定した額であることの定めがされており、か

つ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされているものであるこ

と。   

※ 医療を目的として来日する外国人渡航者を積極的に受け入

れることにより、特定医療法人制度の趣旨（その事業が医療

の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著し

く寄与し、かつ、公的に運営されるものであること） を妨

げないよう、注意すること。 

ニ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る

収入金額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを

含むものとし、経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事

業損益に係る事業収益の額をいう。なお、医療法人が採用する会

計基準によっては、補助金等に係る収入金額が事業外収益又は  

特別収益に計上されている場合があるが、その場合は事業収益の

額に補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを加算し

た金額とする。）が、当該業務に係る費用の額（経常的なものに

限る。）（損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の額をい

う。）に１００分の１５０を乗じて得た額の範囲内であること。 

ホ （略） 

 

（ⅱ）その医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。 

 イ その医療施設のうち一以上のものが、病院（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。）  

を開設する医療法人にあっては、ａ又はｂに、診療所（医療法第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係

る収入金額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るも

のを含むものとし、経常的なものに限る。）（損益計算書の本来

業務事業損益に係る事業収益の額をいう。）が、当該業務に係る

費用の額（経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業

損益に係る事業費用の額をいう。）に１００分の１５０を乗じて

得た額の範囲内であること。 

 

 

 

ニ （略） 

 

（ⅱ）その医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。 

 イ その医療施設のうち一以上のものが、病院（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。）  

を開設する医療法人にあっては、ａ又はｂに、診療所（医療法第



 

 

１条の５第２項に規定する診療所をいう）のみを開設する医療法

人にあってはｃに該当すること。 

  a （略） 

  b   救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第

２条第１項の規定に基づき、救急病院である旨を告示されて

いること。 

  c （略） 

ロ 各医療施設（病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療

院のことをいう。）ごとに、特別の療養環境に係る病床数（介

護老人保健施設又は介護医療院にあっては、特別な療養室に係

る定員数）がその医療施設の有する病床数（介護老人保健施設

又は介護医療院にあっては、定員数）の３０％以下であるこ

と。 

   

 

２ 手続等 

（１）権限の移管等 

       特定医療法人の承認について、財務大臣から国税庁長官に移管さ

れ、特定医療法人の承認を受けようとする法人は、次の事項を記載

した申請書を納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出

しなければならないこととされた。（別添２参照） 

①～④ （略） 

⑤ その他参考となるべき事項 

 イ～ハ （略） 

（２）～（６） （略） 

（７）医療関係法令等違反があった場合の対応 

１条の５第２項に規定する診療所をいう）のみを開設する医療法

人にあってはｃに該当すること。 

  a （略） 

  b   救急病院等を定める省令第２条第１項の規定に基づき、救

急病院である旨を告示されていること。 

 

  c （略） 

ロ 各医療施設（病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療

院のことをいう。）ごとに、特別の療養環境に係る病床数（介

護老人保健施設又は介護医療院にあっては、特別な療養室に係

る定員数）がその医療施設の有する病床数（介護老人保健施設

又は介護医療院にあっては、定員数）の３０％以下（改正前：

２０％以下）であること。 

    なお、平均料金の上限（５，０００円）は廃止された。   

 

２ 手続等 

（１）権限の移管等 

       特定医療法人の承認について、財務大臣から国税庁長官に移管さ

れ、特定医療法人の承認を受けようとする法人は、次の事項を記載

した申請書を納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出

しなければならないこととされた。（別添２参照） 

①～④ （略） 

⑤ その他参考になるべき事項 

 イ～ハ （略） 

（２）～（６） （略） 

（７）医療関係法令等違反があった場合の対応 



 

 

特定医療法人又は特定医療法人の開設する医療機関について、次

のような医療に関する法令等について重大な違反事実があった場合

には、その事情を当職まで報告方お願いしたいこと。厚生労働省医

政局は、都道府県からの報告を国税庁に情報提供するものとする。 

    ①～④ （略） 

    ⑤ 医療法第３０条の１１第１項の規定に基づく都道府県知事の

勧告にもかかわらず病院の開設、増床又は病床種別の変更が行わ

れた場合 

（８）特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い 

特定医療法人が会計年度の中途において新たに社会医療法人の認

定を受けた場合にあっては、当該会計年度開始の日から当該認定を

受けた日の前日までの期間について租税特別措置法施行令第３９条

の２５第５項及び租税特別措置法施行規則第２２条の１５第３項の

規定に基づく特定医療法人の承認要件を満たす旨を説明する書類を

当該認定を受けた日から３月以内に、納税地の所轄税務署長を経由

して、国税庁長官に提出しなければならないこと。 

 

（後略） 

 

第２～第３ （略） 

特定医療法人又は特定医療法人の開設する医療機関について、次

のような医療に関する法令等について重大な違反事実があった場合

には、その事情を当職まで報告方お願いしたいこと。厚生労働省医

政局は、都道府県からの報告を国税庁に情報提供するものとする。 

    ①～④ （略） 

    ⑤ 医療法第３０条の１１の規定に基づく都道府県知事の勧告に

もかかわらず病院の開設、増床又は病床種別の変更が行われた場

合 

（８）特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い 

特定医療法人が会計年度の中途において新たに社会医療法人の認

定を受けた場合にあっては、当該会計年度開始の日から当該認定を

受けた日の前日までの期間について租税特別措置法施行令第３９条

の２５第５項及び租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第

１５号）第２２条の１５第３項の規定に基づく特定医療法人の承認

要件を満たす旨を説明する書類を当該認定を受けた日から３月以内

に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなけれ

ばならないこと。 

（後略） 

 

第２～第３ （略） 

 



                                              【 改 正 後 全 文 】 

                                             医政発第１００９００８号 

                                              平成１５年１０月９日 

                                     医政発 0 3 2 9 第 3 6 号 

                                              平成 3 1 年３月 2 9 日 

 医政発 0 3 3 1 第 8 3 号 

                                              令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 

最終改正 医政発 0 3 3 1 第 4 1 号 

                                              令 和 ８ 年 ３ 月 3 1 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

                                              厚生労働省医政局長   

 

 

                    特定医療法人制度の改正について 

 

 

  所得税法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第８号）、租税特別措置

法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令第１３９号）、租税特別措置

法施行規則の一部を改正する省令（平成１５年財務省令第３４号）及び租税特

別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財務大

臣と協議して定める基準（平成１５年厚生労働省告示第１４７号）において、

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６７条の２第１項の承認を受け

ている同項に規定する医療法人（以下「特定医療法人」という。）に係る改正

が行われ、平成１５年４月１日から施行されている。 

  今般の制度改正に伴う特定医療法人制度の新たな取扱いについては下記のと

おりであるので、御了知の上、適切な対処及び御協力方お願いするとともに、

貴管下関係機関等への周知方よろしくお願いする。 

  なお、本通知については、財務省主税局及び国税庁と協議済みであるので、

念のため申し添える。 

 

 

                                  記 



第１ 改正の要点等 

  今般の特定医療法人に関する制度改正の概要は、次のとおりであること。 

 

 １ 改正後の要件 

   改正後の要件は次のとおりとされたこと。なお、改正後の法令等の規定

については、別添１を参照されたいこと。 

（１）厚生労働大臣の証明書の交付を受けること 

   その法人の事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献

その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と

協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の証明書の交付

を受けること。 

（２）役員等の構成 

   その法人の運営組織が適正であるとともに、その理事、監事、評議員そ

の他これらの者に準ずるもの（以下「役員等」という。）のうち親族関係

を有する者及びこれらと租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）

第３９条の２５第１項第２号イからハまでに掲げる特殊な関係がある者

（以下「親族等」という。）の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める

割合が、いずれも３分の１以下であること。 

      なお、運営組織の適正性を保つ見地から、役員等の数は、理事について

６名以上及び監事について２名以上としていること並びに評議員の数につ

いて理事の数の２倍以上としていること。         

（３）役員等に対する特別の利益の供与 

      その設立者、役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設

の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。   

（４）残余財産の帰属 

      その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財

産が国若しくは地方公共団体又は他の医療法人（財団たる医療法人又は社

団たる医療法人で持分の定めがないものに限る。）に帰属する旨の定めが

あること。 

（５）経理に関する基準 

      租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第１５号）第２２条の１

５第１項に定めるところにより法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第

１２号）第５３条から第５９条までの規定に準じて帳簿書類を備え付けて

これにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。また、

その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適



正な経理が行われていないこと。 

（６）法令違反 

      その法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一

部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反す

る事実がないこと。 

      また、（１）の厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準について、

租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号に規定する厚生労働大

臣が財務大臣と協議して定める基準（平成１５年厚生労働省告示第１４７

号）として、次のとおり定められた。 

 （ⅰ）その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

     イ 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額（ｇ

に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。）

の１００分の８０を超えること。 

※ 医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院

の業務並びに法第４２条各号に掲げる業務（医業その他これに類する

業務、介護サービスに係る業務（e の保険給付に係る業務をいう。）及

び障害福祉サービス等に係る業務（f の給付費の支給等に係る業務をい

う。）に限る。）であり、「社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法

人の認定又は承認要件における医療保健業務について」（令和７年３月

31 日医政発 0331 第 90 号厚生労働省医政局長通知）において掲げる業

務であること。 

また、医療保健業務に係る収入金額は、次に掲げる事業収益の合計

額をいう。 

(a) 損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の額 

(b) 損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の額（医療保健業

務に係るものに限る。） 

なお、医療法人が採用する会計基準によっては、gに掲げる収入金額

が事業外収益又は特別収益に計上されている場合がある。その場合は、

（a）及び（b）の事業収益の額に当該gに掲げる収入金額を加算した金

額とする。 

 

ａ 社会保険診療（租税特別措置法第２６条第２項に規定する社会保

険診療をいう。以下同じ。）に係る収入金額（労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）に係る患者の診療報酬（当該診療報

酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療

報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね１００分の１０以下



の場合に限る。）を含む。） 

ｂ 健康増進事業（健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第６条

各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康

増進事業であって、健康診査に係るものに限る。以下同じ。）に係

る収入金額（当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により

計算されている場合に限る。） 

ｃ 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第２条第６項に規定する

定期の予防接種等及び医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項

第二号ロ⑶の規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種（平成２

９年厚生労働省告示第３１４号）に定める予防接種に係る収入金額 

ｄ 助産（社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。）に係

る収入金額（１の分娩
べん

 に係る助産に係る収入金額が５０万円を超え

るときは、５０万円を限度とする。） 

ｅ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による保険給付に

係る収入金額（租税特別措置法第２６条第２項第４号に掲げるサー

ビスに係る収入金額を除く。） 

ｆ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６条に規定する介護給付費、特例

介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給

付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域

相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及

び基準該当療養介護医療費の支給、同法第７７条及び第７８条に規

定する地域生活支援事業並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第２１条の５の２に規定する障害児通所給付費及び特例障害

児通所給付費、同法第２４条の２に規定する障害児入所給付費、同

法第２４条の７に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法

第２４条の２５に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相

談支援給付費の支給に係る収入金額 

ｇ 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当

の反対給付を伴わない給付金（固定資産の取得に充てるためのもの

を除く。）に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委

託を受けて行う事業に係る収入金額（以下「補助金等に係る収入金

額」という。）のうち、医療保健業務に係るもの 

 

なお、「健康増進事業に係る収入金額」は、次に掲げる健康診査等

に係る収入金額の合計額とする。 



(a) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第１５０条第１項の規      

定により保険者が行う健康診査 

(b) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第１１１条第１項の規

定により全国健康保険協会が行う健康診査 

(c) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８２条第１項

の規定により保険者が行う健康診査 

(d) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第９８条

第１項の規定により国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連

合会が行う健康診査 

(e) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１１

２条第１項の規定により地方公務員共済組合又は全国市町村職員共

済組合連合会が行う健康診査 

(f) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）第２６条

第１項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査 

(g) 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第５条の規定によ

り学校において実施される健康診断又は同法第１１条の規定により

市町村の教育委員会が行う健康診断 

(h) 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３

条の規定により市町村が行う健康診査 

(i) 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６６条各項の規

定により事業者が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又

は同法第６６条の２の規定により労働者が自ら受ける健康診断 

(j) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）      

第２０条又は第２６条の規定により保険者が行う特定健康診査及      

び第１２５条第１項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う      

健康診査 

     ロ 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係

る患者以外の患者をいう。）に対し請求する金額（特定外国人患者請求

額を除く。）が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 

ハ 特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算

される金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって

地域における標準的な料金を超えないものであること。 

なお、「特定外国人患者請求額」は「社会医療法人等が行う訪日外国

人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年３月 31 日付け医政発

0331 第 19 号厚生労働省医政局長通知）の定めるところにより算定した

額であることの定めがされており、かつ、報酬の徴収が現にその定めに



従ってされているものであること。 

※ 医療を目的として来日する外国人渡航者を積極的に受け入れるこ

とにより、特定医療法人制度の趣旨（その事業が医療の普及及び向

上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公

的に運営されるものであること）を妨げないよう、注意すること。 

     ニ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入

金額（補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むもの

とし、経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業損益に係る

事業収益の額をいう。なお、医療法人が採用する会計基準によっては、

補助金等に係る収入金額が事業外収益又は特別収益に計上されている

場合があるが、その場合は事業収益の額に補助金等に係る収入金額の

うち当該業務に係るものを加算した金額とする。）が、当該業務に係る

費用の額（経常的なものに限る。）（損益計算書の本来業務事業損益に

係る事業費用の額をいう。）に１００分の１５０を乗じて得た額の範囲

内であること。 

     ホ 役職員一人につき年間の給与総額（俸給、給料、賃金、歳費及び賞

与並びにこれらの性質を有する給与の総額をいう。）が３，６００万円

を超えないこと。 

なお、役職員の給与等に関する職務内容及び年齢による加減算につ

いては撤廃された。 

（ⅱ）その医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。 

    イ その医療施設のうち一以上のものが、病院（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。）を開設する医

療法人にあっては、ａ又はｂに、診療所（医療法第１条の５第２項に規

定する診療所をいう）のみを開設する医療法人にあってはｃに該当する

こと。 

ａ 40 人以上（専ら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又

は歯科の診療を行う病院にあっては、30 人以上）の患者を入院させる

ための施設を有すること。 

ｂ 救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第２条第１

項の規定に基づき、救急病院である旨を告示されていること。 

ｃ 救急病院等を定める省令第２条第１項の規定に基づき、救急診療所

である旨を告示され、かつ、15 人以上の患者を入院させるための施設

を有すること。 

  ロ 各医療施設（病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院のこと

をいう。）ごとに、特別の療養環境に係る病床数（介護老人保健施設又



は介護医療院にあっては、特別な療養室に係る定員数）がその医療施設

の有する病床数（介護老人保健施設又は介護医療院にあっては、定員数）

の３０％以下であること。 

     

 

２ 手続等 

（１）権限の移管等 

特定医療法人の承認について、財務大臣から国税庁長官に移管され、特

定医療法人の承認を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を

納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない

こととされた。（別添２参照） 

  ① 申請者の名称、納税地及び法人番号 

  ② 代表者の氏名 

  ③ その設立の年月日 

  ④ 申請者が現に行っている事業の概要 

  ⑤ その他参考となるべき事項 

    また、申請書には、次の書類を添付しなければならないこととされた。 

    イ  その寄附行為又は定款の写し 

    ロ その申請時の直近に終了した事業年度に係る前記１（１）の厚生労働

大臣の証明書 

    ハ 前記１（２）（３）（５）（６）の要件を満たす旨を説明する書類 

      なお、医療法人が、承認の取消しを受けた場合にはその取消しの日、承

認に係る税率の適用の取りやめの届出書を提出した場合にはその届出書を

提出した日のそれぞれの日の翌日から３年を経過した日以後でなければ、

申請書を提出することができないこととされた。 

      国税庁が定める申請の様式、手続等については、国税庁ホームページ

（http://www.nta.go.jp/）を参照するとともに、各国税局・税務署に問

い合わせられたいこと。 

（２）承認申請時の証明書の添付 

従前より、医療施設に関する基準に該当している旨等について都道府県

において証明書の発行がなされていたところであるが、今般、承認の申請

を行うに際して、前記１（１）の基準を満たす旨の厚生労働大臣の証明書

の交付を受ける手続が必要とされたことに伴い、当該証明書については、

地方厚生局において交付することとしているが、都道府県衛生主管部局に

おかれては、前記１（ⅱ）イに該当している旨の証明等について、引き続

き、御協力願いたいこと。また、承認手続の流れについては、別添２を参



照されたいこと。 

（３）各事業年度ごとの証明書の提出 

   各事業年度終了の日の翌日から３月以内に、当該事業年度において前記

１（１）の基準を満たす旨の厚生労働大臣の証明書の交付を受けた上で、

納税地の所轄の税務署を経由して国税庁に提出することとされたこと（当

該事業年度終了の日において社会医療法人に該当する場合を除く。）。なお、

当該証明書の交付手続については、前記（２）の承認申請時の手続に準じ

ることとすること。 

   また、証明書を提出する際に、前記１（２）（３）の要件を満たす旨を

説明する書類を併せて提出しなければならないこととされた。 

 （４）承認の取消し等 

     国税庁長官は、特定医療法人の承認を受けた法人について、前記１の承

認を受けるための要件を満たさないこととなったと認められる場合には、

その満たさないこととなったと認められる時までさかのぼってその承認

を取り消すこととされた。なお、その満たさないこととなったと認めら

れる時以後に終了したその医療法人の各事業年度の所得については、本

制度は適用されない。 

また、特定医療法人の承認を受けた法人は、その承認に係る税率の適

用をやめようとする場合には、次の事項を記載した届出書を、納税地の

所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならないことと

された。なお、その届出書の提出があったときは、その提出の日以後に

終了する各事業年度の所得については、本制度は適用されない。 

     ① 届出をする医療法人の名称、納税地及び法人番号 

     ② 代表者の氏名 

     ③ 特定医療法人の承認を受けた日 

     ④ 特定医療法人の承認に係る税率の適用をやめようとする理由 

     ⑤ その他参考となるべき事項 

（５）定款又は寄附行為の事前審査 

特定医療法人の承認に際して、各国税局における事前審査が終了次第、

速やかに所要の定款又は寄附行為の変更認可を与える必要があることか

ら、都道府県医療法人担当部局におかれては、各国税局における事前審

査と並行して、特定医療法人の承認が得られた場合に必要となる定款又

は寄附行為の変更について事前審査を行われるよう御協力願いたいこと

（別添２参照）。 

（６）各地方厚生局・国税局からの照会への対応 

各地方厚生局又は各国税局から都道府県衛生主管部局宛に、医療関係



法令の遵守状況その他承認手続等に必要な事項について照会があった場

合の適切な対応及び御協力方お願いしたいこと。                   

 （７）医療関係法令等違反があった場合の対応 

特定医療法人又は特定医療法人の開設する医療機関について、次のよ

うな医療に関する法令等について重大な違反事実があった場合には、そ

の事情を当職まで報告方お願いしたいこと。厚生労働省医政局は、都道

府県からの報告を国税庁に情報提供するものとする。 

      ① 医療に関する法律に基づき特定医療法人又はその理事長が罰金刑以

上の刑事処分を受けた場合 

      ② 特定医療法人の開設する医療機関に対する医療監視の結果重大な不

適合事項があり知事から改善勧告が行われたが是正されない場合 

      ③ 特定医療法人の承認を受けているにも関わらず、定款に基金の規定    

がある場合、又は、毎会計年度終了後に提出される事業報告書等につ    

いて、貸借対照表の純資産の部に基金が計上されている場合であって、    

医療法第６４条第１項の命令が発せられた場合。 

      ④ その他①、②及び③に相当する医療関係法令についての重大な違反

事実があった場合 

      ⑤ 医療法第３０条の１１第１項の規定に基づく都道府県知事の勧告に

もかかわらず病院の開設、増床又は病床種別の変更が行われた場合 

（８）特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い 

特定医療法人が会計年度の中途において新たに社会医療法人の認定を受

けた場合にあっては、当該会計年度開始の日から当該認定を受けた日の前

日までの期間について租税特別措置法施行令第３９条の２５第５項及び租

税特別措置法施行規則第２２条の１５第３項の規定に基づく特定医療法人

の承認要件を満たす旨を説明する書類を当該認定を受けた日から３月以内

に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければなら

ないこと。 

なお、当該認定を受けた日から租税特別措置法第６７条の２第１項の規

定による法人税率の特例（１９％）は適用されないことから、租税特別措

置法施行令第３９条の２５第６項の規定に基づく特定医療法人の承認に係

る税率の適用をやめるための届出書を当該認定を受けた日以後速やかに、

納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出するものとすること。 

 

第２ その他の留意事項 

 （１）モデル定款・寄附行為例の遵守 

今般の制度改正に伴い、モデル定款・寄附行為例についても所要の改



正（医療法施行規則（平成１９年厚生労働省令第３９号）により、新た

に設けられた基金制度について、特定医療法人は採用できないことに特

に注意すること）を行い、別添３のとおりとしたので、引き続き、その

遵守について適切に指導されたいこと。 

 （２）特定医療法人の承認の失効後の定款又は寄附行為変更の取扱い 

特定医療法人であった医療法人から、特定医療法人ではなくなったこ

とに関し、定款又は寄附行為の変更の認可の申請があった場合の審査に

当たっては、当該法人に係る制度の趣旨にかんがみ、解散した場合のそ

の残余財産について、国、地方公共団体又は他の財団たる医療法人又は

社団たる医療法人で持分の定めがないものに帰属する旨の定款又は寄附

行為における定めについては変更することを認めないよう取り扱われた

いこと。 

  （３）税務上の取扱 

特定医療法人に関する税務上の取扱いについては、国税庁から発出さ

れている次の各通達等を参照されたいこと。 

      ① 贈与税の非課税財産（公益を目的とする事業の用に供する財産に関

する部分）及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱い

について（昭和３９年６月９日直審（資）２４、直資７７） 

      ② 租税特別措置法第４０条第１項後段の規定による譲渡所得等の非課

税の取扱いについて（昭和５５年４月２３日直資２－１８１） 

      ③ 法人税関係の申請、届出等の様式の制定について（平成１３年７月

５日課法３－５７ほか１１課共同） 

   ④ 出資持分の定めのある社団医療法人が特別医療法人に移行する場合 

    の課税関係について（平成１７年４月２７日文書回答） 

       

第３ 既存通知の廃止 

    「特定の医療法人に関する租税特別措置について」（昭和４０年２月１日

付け医発第９９号厚生省医務局長通知）は廃止する。   


